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令和５（2023）年４月 

みよし市 

  



 

 

みよし市城山保育園移転新築事業（以下「本事業」という。）に関して、みよし市（以

下「甲」という。）と本事業に係る最優秀提案者に決定された〔事業者名●●●〕を代表

法人とし、〔事業者名●●●〕、〔事業者名●●●〕及び〔事業者名●●●〕を構成員とす

る〔共同企業体名●●●〕（以下、共同企業体の構成員を各条文内容に即して個別に又は

総称して「乙」という。）の間で、以下のとおり合意し、本事業に係る基本契約（以下

「本基本契約」という。）を締結する。本基本契約に別段の定めがある場合を除き、この

基本契約において用いる用語の定義は、募集要項等に定められたとおりとする。 

 

前文 

 本事業は、甲が資金を調達し、みよし市立城山保育園の移転後の新園舎に係る設計・

建設（既存施設の解体・撤去等を含む。）から完成後の運営・維持管理までの一連の業務

を甲と契約を締結した共同事業体が行うＤＢＯ（Design Build Operate）方式により実施

するものである。 

 甲は、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する事業者の募集を実施し、令和

５年●月●日に乙を優先交渉権者として選定した。また、甲は、乙との間で本事業に関

する基本協定（以下「基本協定」という。）を令和５年●月●日に締結した。 

 甲及び乙は、上記の経緯の下、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間

の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、甲及

び乙は、同日付で締結される次の３つの契約が、不可分一体なものとして事業契約を構

成することを確認する。 

 

１ 基本契約 

  基本契約は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本

的な事項を定めた契約であり、甲と乙との間で締結する。 

 

２ 設計・工事等請負契約 

  設計・工事等請負契約は、設計業務、工事監理業務及び施工業務を実施するために

必要な事項を定めた契約であり、甲と乙との間で締結する。 

 

３ 指定管理協定 

  指定管理協定は、指定管理業務を実施するために必要な事項を定めた協定であり、

甲と乙との間で締結する。 

 

 なお、甲及び乙は、基本契約の仮契約、設計・工事等請負契約の仮契約及び指定管理

協定の仮協定を締結後、みよし市議会（以下「市議会」という。）において、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定に基づく設計・工事等請負契

約の締結の可決及び地方自治法第２４４条の２第６項に規定に基づく指定管理者の指定

の可決がされた後、事業契約の本契約として成立するものとする。 

 

 



 

 

 （目的） 

第１条 本基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要

な基本的事項を定めることを目的とする。 

 

 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 甲は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨

を尊重するものとする。 

２ 乙は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、

その趣旨を尊重するものとする。 

 

 （契約金額） 

第３条 本事業に係る設計・工事等請負契約及び指定管理協定の契約金額は、当該契約

に規定されたとおりとする。 

２ 甲及び乙は、前項に規定する各契約の契約金額が各契約の条項により変更される場

合があり、当該変更により各契約の合計金額も変更する場合があることをあらかじめ

了承する。 

３ 甲は、第１項に規定する契約金額を代表法人の指定する口座に振込入金する方法に

より支払う。この場合において、振込手数料は、甲の負担とする。 

 

 （乙の役割等） 

第４条 本事業の実施において、乙は別途合意した場合を除き、それぞれ次の各号に定

める役割を担うものとする。 

 (1) 設計・工事等業務のうち設計業務は、設計企業である●●●が行う。 

 (2) 設計・工事等業務のうち工事監理業務は、工事監理企業である●●●が行う。 

 (3) 設計・工事等業務のうち施工業務は、施工企業である●●●が行う。 

 (4) 運営業務は、運営法人である●●●が行う。 

２ 乙は、前項に規定する業務を事業契約に基づき、適正かつ誠実に行わなければなら

ない。 

 

 （乙の責任等） 

第５条 乙は、事業契約を履行する責任を負う。 

２ 代表法人は、構成員を統括し、構成員に対し、本事業のうち構成員が担当する業務

につき、事業契約及び募集要項等に従って誠実に遂行させる義務を負う。 

３ 代表法人は、設計業務、工事監理業務、施工業務及び運営業務を総合的に調整し、

把握する総括責任者を代表法人の従業員から１名定め、配置しなければならないもの

とする。 

 

 （設計・工事等業務） 

第６条 設計・工事等業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。 

２ 設計企業、工事監理企業、施工企業は、甲との設計・工事等請負契約が本契約とし



 

 

て効力が発生した後、速やかにその業務に着手する 

 

 （運営業務） 

第７条 運営業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。 

２ 運営法人は、指定管理協定が本協定として効力が発生した後、運営業務期間におい

て運営業務を実施する。ただし、運営業務期間前であっても、自己の責任及び費用で

本事業に関して必要な準備行為（要求水準書にある引継ぎ業務を含む。）を自ら行うも

のとする。 

 

 （事業契約の変更） 

第８条 事業契約の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはで

きないものとする。 

 

 （構成員の変更） 

第９条 甲は、事業契約に定める契約解除事由を充足する又は充足するおそれがある構

成員があると判断した場合は、当該構成員を脱退させ、当該構成員が担当していた業

務を当該構成員以外の事業者（以下「代替事業者」という。）が担当すること（以下

「構成員の変更」という。）ができるように、全ての構成員との協議により合意を得た

上で、事業契約を変更することができるものとする。 

２ 前項の協議は、次の各号に定めるところに従い、行うものとする。 

 (1) 全ての構成員は、代表法人の調整の下、協議を行う。 

 (2) 代表法人は前号の協議を経て、各構成員との合意の上、甲に対して当該構成員の

変更に係る提案を行う。 

 (3) 前号の提案に基づき、甲、代表法人及び構成員間で協議を行う。 

３ 第１項の協議が成立しない場合は、甲が本事業の趣旨に鑑みて合理的な案（甲が代

替事業者を選定する等の案をいう。）を定めるものとし、構成員は、これに従わなけれ

ばならない。 

４ 構成員は、自ら又は他の構成員が事業契約に定める契約解除事由を充足する又は充

足するおそれがあると判断した場合は、甲に対し、速やかにその内容の詳細を通知し

なければならない。 

５ 代表法人は、前条の規定による構成員の変更が円滑に行われるように構成員間の調

整を図り、甲が従来締結していた契約内容と比較して、甲に不利益な変更等が生じな

いように調整しなければならない。 

６ 構成員は、前項の規定による調整について誠実に対応しなければならない。 

７ 構成員の変更により発生した増加費用は、乙が負担するものとする。 

 

 （甲による事業契約の解除） 

第１０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、事業契約の一部又は全部

を解除することができる。 

 (1) 募集要項等に規定する要求水準を満たしていない場合で、改善勧告を行っても改



 

 

善の見込みがないとき。 

 (2) 公正取引委員会が乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）の規定に違反する行為（以下「独

占禁止法違反行為」という。）があったとして独占禁止法第６１条第１項に規定する

排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき（当該排除措置命令に係る

行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項に規定する抗告訴訟が

提起されたときを除く。）。 

 (3) 公正取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第６２条

第１項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき（確定し

た当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含み、

当該納付命令に係る行政事件訴訟法第３条第１項に規定する抗告訴訟が提起された

ときを除く。）。 

 (4) 公正取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙

が行政事件訴訟法第３条第１項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟につい

て請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

 (5) 排除措置命令又は課徴金の納付命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者であ

る事業者団体（以下「事業者等」という。）に対して行われたときは､事業者等に対

する命令で確定したものをいい､事業者等に対して行われていないときは､各名宛人

に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。）において、事業契約に

関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

 (6) 前号の命令により事業者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該

違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、事業契約が当該期間

（これらの命令に係る事件について､公正取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当

該違反行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたもので

あり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (7) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）に対する刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項

若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

 (8) 乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）であるとき。 

 (9) 乙の役員等（役員又は支店若しくは営業所の代表者その他経営に実質的に関与し

ている者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与してい

るとき。 

 (10) 乙の役員等が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している

とき。 

 (11) 乙の役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 



 

 

 (12) 乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると

き。 

 (13) 乙の役員等がその理由を問わず、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有しているとき。 

 (14) 乙の役員等が暴力団又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的に関与してい

る業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約

等を締結し、これを利用しているとき。 

 (15) 破産、再生手続開始、会社整理又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。 

 (16) 手形交換所による取引停止処分、主要取引き先からの取引停止等の事実があり事

業執行が困難となると見込まれるとき。 

 (17) その他乙の責めにより本事業を遂行することが困難とみられる事由が発生したと

き。 

２ 甲は、前項の規定により事業契約の一部又は全部を解除した場合、乙に対して一切

の損害賠償の責めを負わない。 

３ 第１項の規定により事業契約の一部又は全部を解除した場合において甲に損害が生

じたときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。 

 

 （乙による事業契約の解除） 

第１１条 乙は、甲の責めに帰すべき事由により事業契約の履行が不能となったときは、

事業契約の一部又は全部を解除することができる。 

２ 乙は、甲が自己の責めに帰すべき事由により事業契約に基づく義務を履行しない場

合には、事業契約の一部又は全部を解除することができる。 

３ 第１項及び前項の規定に基づき事業契約が解除された場合、甲は、乙が既に履行し

た債務に相当する対価（出来形に相当する分を含む。）を支払うものとし、その余の対

価の支払いは免れるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定に基づき事業契約が解除された場合、甲は乙が被った損害

を合理的な範囲内で負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合

において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものと

する。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第１２条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本基本契約上の地位並びに本基本

契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することそ

の他一切の処分を行ってはならない。 

 

 （債務不履行等） 

第１３条 乙は、事業契約上の義務を履行しないことにより他の構成員に損害を与えた

場合、その損害の一切を賠償しなければならない。 

２ いずれかの構成員が事業契約上の義務を履行しないことにより甲に損害を与えた場



 

 

合、甲に対する賠償義務については他の構成員も責任を負うものとし、甲は、代表法

人に対して甲が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。 

 

 （秘密保持） 

第１４条 甲及び乙は、本基本契約に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三

者に開示しないこと及び本基本契約の目的以外には使用しないことを確認する。ただ

し、市がみよし市情報公開条例（平成１３年三好町条例第２号）に基づき開示する場

合は、この限りでない。 

 

 （個人情報保護） 

第１５条 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び

帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報（以下

「個人情報」という。）を、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

及びみよし市個人情報保護条例（平成１５年三好町条例第２９号）を遵守して取り扱

う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。 

２ 乙は、個人情報を本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。 

３ 乙は、個人情報の管理に関して漏えいその他の事故が生じた場合には、甲に対し、

速やかに報告する。 

４ 前３項に定めるほか、乙は、個人情報の保護に関する事項について甲の指示に従わ

なければならない。 

 

 （基本契約の有効期間） 

第１６条 本基本契約の有効期間は、本基本契約が締結された日から指定管理協定の終

了の日までとする。ただし、本基本契約の終了後も第１２条、第１４条、前条及び第

１７条の規定は、存続するものとする。 

 

 （準拠法及び裁判管轄） 

第１７条 本基本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるも

のとし、本基本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所岡崎支部を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 （補則） 

第１８条 本基本契約に定めのない事項又は本基本契約の解釈に疑義のある事項につい

ては、法令（みよし市の契約関係例規及びみよし市制定の契約約款を含む。）の定めに

よるもののほか、必要に応じて甲及び乙が協議して定める。 

 

 

 

 

 



 

 

以上を証するため、本基本契約書●通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、

各自その１通を保有する。 

 

令和５年●月●日 

甲 住 所 愛知県みよし市三好町小坂５０番地 

名 称 みよし市 

代表者 みよし市長  小 山   祐 

 

乙 ●●企業体 

代表法人 

住 所 

名 称 

代表者 

 

構成員 

住 所 

名 称 

代表者 

 

構成員 

住 所 

名 称 

代表者 

 

構成員 

住 所 

名 称 

代表者 

 

構成員 

住 所 

名 称 

代表者 

 


